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(57)【要約】
【課題】低い費用負担でもって地震の発生を予知する。
【解決手段】地理的に分散して設置されている複数個の
地下埋設構造物用電気防食設備（３０）を利用して地震
の発生を予知する。各電気防食設備（３０）において電
気防食を行うための閉ループ電気回路（Ｗ）を流れる電
流量の変化を検出し、検出された電流量の変化に基づい
て地震の発生が予知される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地理的に分散して設置されている複数個の地下埋設構造物用電気防食設備を利用して地
震の発生を予知する地震発生予知方法であって、各電気防食設備において電気防食を行う
ための閉ループ電気回路を流れる電流量の変化を検出し、検出された該電流量の変化に基
づいて、地震の発生を予知する地震発生予知方法。
【請求項２】
　該電気防食設備が、外部電源方式の電気防食設備である請求項１に記載の地震発生予知
方法。
【請求項３】
　地理的に分散して設置されている複数個の地下埋設構造物用電気防食設備を利用して地
震の発生を予知する地震発生予知システムであって、各電気防食設備において電気防食を
行うための閉ループ電気回路を流れる電流量の変化を観測する観測器と、観測器により観
測された該電流量の変化に関する情報および観測器の位置情報を収集して蓄積する情報蓄
積装置と、蓄積された情報を統計処理して地震予知に係る情報を出力する情報処理装置と
、出力された地震予知に係る情報を発信する地震情報発信装置を具備した地震発生予知シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は地震発生予知方法および地震発生予知システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　地中内の岩盤のいずれかの箇所で破壊が生じると破壊誘起電荷放射現象を生じ、地中に
検知電極を配置すると共に、地表或いは地表近くの地中に第２の電極を配置しておくと、
理由は必ずしも明確ではないが、実際に検知電極と第２の電極間に地電流が流れる。そこ
で、地表における人工ノイズが検知結果に影響を与えないように、検知電極を地中深くに
配置した地電流検出装置が公知である（特許文献１を参照）。従って、この地電流検出装
置を用いると、地震の予知が可能となる。ところが地震を予知するためには、この地電流
検出装置を地理的に分散して多数配置しなければならない。しかしながら、この地電流検
出装置は高価であり、実際問題として、この地電流検出装置を多数配置することは困難で
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－２３２２４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで本発明者等は、甚大な被害を招く内陸直下地震に着目し、地震発生時における地
球内部の電磁気場の変化の解析から検討を開始した。その結果、実験結果も踏まえて、地
中深くの岩石層の破壊により発生する内陸直下地震では、岩石の破壊が始まると地中深く
の岩石層の地表側表面に負電荷の集合層が形成され、この負電荷の集合層の形成により地
表近くには正電荷の集合層が形成されるとの結論に至ったのである。このように地表近く
に正電荷の集合層が形成されると、この正電荷の集合層の電位が高くなり、電位の高い正
電荷の集合層から、電位の低い正電荷の集合層周りに向けて地表近くの地中内を電流が流
れる。その結果、電気伝導性の地下埋設物が存在すると、この電流によって電気伝導性の
地下埋設物には、誘導起電力が発生することになる。
【０００５】
　ここで本発明者等が目を付けたのは、地下埋設構造物を電気防食するための電気防食設
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備である。この電気防食設備は、電気防食を行うための閉ループ電気回路を備えており、
上述のように正電荷の集合層から、正電荷の集合層周りに向けて電流が流れると、電気防
食を行うための閉ループ電気回路内に発生する誘導起電力によって、閉ループ電気回路を
流れる電流が変化すると考えられたからである。しかも、既に、多数の電気防食設備が地
理的に分散して設置されており、更に、各電気防食設備には岩石層破壊時の地球内部の電
磁気場の変化を電流の変化の形で捉えることのできる閉ループ電気回路が既に形成されて
いるので、地震発生の予知には、既存のこれら電気防食設備を利用することが最善である
との結論に至ったのである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　従って、１番目の発明によれば、地理的に分散して設置されている複数個の地下埋設構
造物用電気防食設備を利用して地震の発生を予知する地震発生予知方法であって、各電気
防食設備において電気防食を行うための閉ループ電気回路を流れる電流量の変化を検出し
、検出された電流量の変化に基づいて、地震の発生を予知する地震発生予知方法が提供さ
れる。
　また、２番目の発明によれば、地理的に分散して設置されている複数個の地下埋設構造
物用電気防食設備を利用して地震の発生を予知する地震発生予知システムであって、各電
気防食設備において電気防食を行うための閉ループ電気回路を流れる電流量の変化を観測
する観測器と、観測器により観測された該電流量の変化に関する情報および観測器の位置
情報を収集して蓄積する情報蓄積装置と、蓄積された情報を統計処理して地震予知に係る
情報を出力する情報処理装置と、出力された地震予知に係る情報を発信する地震情報発信
装置を具備した地震発生予知システムが提供される。
【発明の効果】
【０００７】
　既存の電気防食設備を利用することができるので、低い費用負担でもって地震発生の予
知が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、地球内部を図解的に表した図である。
【図２】図２Ａおよび図２Ｂは、地球内部の電磁気場の変化を裏付けるための実験方法を
図解的に表した図である。
【図３】図３は、電気防食設備の全体図である。
【図４】図４は、処理装置を説明するための図である。
【図５】図５は、別の電気防食設備の全体図である。
【図６】図６は、閉ループ電気回路内を流れる電流量の変化を示す図である。
【図７】図７は、閉ループ電気回路内を流れる電流量の変化を示す図である。
【図８】図８は、閉ループ電気回路内を流れる電流量の平均値を説明するための図である
。
【図９】図９は、閉ループ電気回路内を流れる電流量の変化を示す図である。
【図１０】図１０は、閉ループ電気回路内を流れる電流量の変化を示す図である。
【図１１】図１１は、異常を検出するためのフローチャートである。
【図１２】図１２は、閉ループ電気回路内を流れる電流量の変化を示す図である。
【図１３】図１３は、近似直線の変化を示す図である。
【図１４】図１４は、異常を検出するためのフローチャートである。
【図１５】図１５は、異常を検出するためのフローチャートである。
【図１６】図１６は、近似直線の変化を示す図である。
【図１７】図１７は、異常を検出するためのフローチャートである。
【図１８】図１８は、異常を検出するためのフローチャートである。
【図１９】図１９は、地震発生予知システムの概略図である。
【図２０】図２０は、地震発生予知システムの概略図である。
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【発明を実施するための形態】
【０００９】
　最初に、図１、図２Ａおよび図２Ｂを参照しつつ、内陸直下地震の発生時における地球
内部の電磁気場の変化について説明する。図１は、地球内部を図解的に表した図であり、
図２Ａおよび図２Ｂは、地球内部の電磁気場の変化を裏付けるための実験方法を図解的に
示している。図１を参照すると、１は地表を示しており、２は、地表から数Ｋｍ以上の深
さに存在している岩石層を示している。プレートの移動によって岩石層２内に水平方向の
圧縮力が作用すると岩石が破壊され、岩石層２内に細かな亀裂３が生ずる。このとき岩石
の破壊面から負電荷が放出され、負電荷が岩石の破壊面上に蓄積する。即ち、準静的破壊
過程が開始される。
【００１０】
　一方、亀裂３が生ずると、炭酸ガスを含む深層ガスが亀裂３内を上昇し、このとき岩石
の破壊面上に蓄積している負電荷が深層ガスに帯電する。この負電荷の帯電している深層
ガスは亀裂３内をゆっくりと上昇し、次いで、矢印で示されるように亀裂３から流出して
岩石層２の地表側の表面４に滞留する。次いで、細かな亀裂３の数が徐々に増大すると、
各亀裂３から流出する深層ガス量が増大し、その結果、図１に示されるように、地中深く
の岩石層２の地表側表面４に負電荷の集合層５が形成される。このように岩石層２の地表
側表面４に負電荷の集合層５が形成されると、この負電荷により地表１近くには正電荷が
静電気的に誘導され、その結果、地表１近くには正電荷の集合層６が形成される。
【００１１】
　次に、図２Ａおよび図２Ｂを参照しつつ、地球内部の電磁気場の変化を裏付けるために
行われた実験について説明する。図２Ａにおいて、１０は支持台、１１は支持台１０上に
載置された試験岩石、１２は冶具、１３はロードセルを夫々示している。冶具１２内には
炭酸ガス流通孔１４が形成されており、この炭酸ガス流通孔１４内には矢印１５で示され
るように炭酸ガスが供給されている。プレス装置によりロードセル１３を介して冶具１２
を試験岩石１１上に圧接すると、試験岩石１１には、図２Ａに示されるように亀裂１６が
発生し、このとき亀裂１６内を通って矢印１７で示されるように炭酸ガスが流出する。こ
の亀裂１６から流出した炭酸ガスを検出した結果、この炭酸ガスには負電荷が帯電してい
ることが確認されている。
【００１２】
　一方、図２Ｂでは、図２Ａに示される支持台１０に代えて、容器１８が用いられている
。容器１８の下方には、外周面に樹脂コーティングが施されているステンレス鋼製パイプ
１９が挿入されており、容器１８内には、小石と土が充填されている。この図２Ｂに示さ
れる場合でも、図２Ａに示される場合と同様に、プレス装置によりロードセル１３を介し
て冶具１２を試験岩石１１上に圧接し、試験岩石１１に亀裂１６が発生すると、亀裂１６
からは炭酸ガスが流出する。このときパイプ１９への帯電電荷を検出した結果、パイプ１
９には正電荷が帯電していることが確認されている。
【００１３】
　これらの実験から、地中深くの岩石層２内に細かな亀裂３が生ずると、図１に示される
ように、岩石層２の地表側表面４に負電荷の集合層５が形成され、この負電荷により地表
１近くには正電荷が静電気的に誘導され、その結果、地表１近くに正電荷の集合層６が形
成されることが裏付けられたと考えられる。このように地中深くの岩石層２内に細かな亀
裂３が生ずると、地表１近くに正電荷の集合層６が形成される。その結果、この正電荷の
集合層６の電位が、正電荷の集合層６周りの電位よりも高くなり、正電荷の集合層６と、
正電荷の集合層６周りとの間で電位差を生じる。従って、地震発生の兆候が生じると、電
位の高い正電荷の集合層６から、電位の低い正電荷の集合層６周りに向けて地表近くの地
中内を電流が流れることになる。
【００１４】
　さて、地中には、ガス管、水道管、石油パイプライン等のインフラ用の多数のパイプが
埋設されており、これらの数多くのパイプは、導電性の金属パイプ、例えば、ステンレス
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鋼製パイプから形成されている。このような金属パイプが地中内に埋設されると、金属パ
イプの外壁面は、金属パイプの外壁面上における局所的な電池の形成により次第に腐食す
る。金属パイプの外壁面が腐食すると金属パイプは急速に劣化するので、地中内に埋設さ
れた金属パイプでは、金属パイプの外壁面の腐食が大きな問題となる。従って、これら金
属パイプの外周面には通常、腐食防止用の、即ち、防食用の合成樹脂がコーティングされ
ているが、それでも腐食するのを阻止するのは難しい。そこで従来より、金属パイプの腐
食を防止するために、電気防食設備が用いられている。
【００１５】
　図３は、この電気防食設備の一例を図解的に示している。図３において、この電気防食
設備全体が符号３０で示されている。なお、図３において、３１は、地中３２内に埋設さ
れたガス管、水道管、石油パイプライン等のインフラ用の金属パイプを示しており、この
金属パイプ３１の外周面には、防食用の合成樹脂がコーティングされている。電気防食設
備３０は、地中３２内において金属パイプ３１から間隔を隔てて配置された、例えば鋳鉄
からなる電極３３と、例えば地表３５上に設置された外部電源装置３４とを具備する。こ
の外部電源装置３４は電源３６を具備しており、電源３６のマイナス側端子がリード線３
７を介して金属パイプ３１に接続され。電源３６のプラス側端子がリード線３８を介して
電極３３に接続される。
【００１６】
　電源３６により金属パイプ３１と電極３３間に電圧が印加されると、電極３３から金属
パイプ３１に向けて微小の防食電流Ｙが流れる。このように電極３３から金属パイプ３１
に向けて防食電流Ｙが流れることによって、金属パイプ３１の外壁面が腐食するのが阻止
される。従って、図３からわかるように、電気防食設備３０には、電源３６からリード線
３８、電極３３、金属パイプ３１およびリード線３７を通って再び電源３６に戻る閉ルー
プ電気回路Ｗが形成されている。なお、このように外部電源３６を用いた電気防食方式は
、外部電源方式と称される。
【００１７】
　さて、前述したように、地震発生の兆候が生じると、地表近くに正電荷の集合層６が形
成され、電位の高い正電荷の集合層６から、電位の低い正電荷の集合層６周りに向けて地
中内を電流が流れる。このとき、図３に示されるような閉ループ電気回路Ｗが形成されて
いると、地中内を流れる電流によって、閉ループ電気回路Ｗ内には、誘導起電力が発生し
、その結果、閉ループ電気回路Ｗ内を流れる電流が増大する。なお、このとき増大する電
流が、閉ループ電気回路Ｗ内を、図３において右回りに流れるのか、左回りに流れるのか
は、電位の高い正電荷の集合層６が形成されたときに、電極３３と、金属パイプ３１のど
ちらの電位が高くなるかによって決まり、従って、このとき電流の流れる向きは電気防食
設備３０毎に異なる。
【００１８】
　このように地震発生の兆候が生じると、閉ループ電気回路Ｗ内を流れる電流量が変化す
る。従って、閉ループ電気回路Ｗ内を流れる電流量の変化を検出すれば、検出された電流
量の変化に基づいて、地震の発生を予知できることになる。なお、電気防食設備３０によ
る電気防食の対象となる地下埋設構造物は、金属パイプに限られず、橋脚のような種々の
鋼材が存在する。従って、このような地下埋設構造物に対する電気防食設備についても利
用することができる。そこで、本発明では、地理的に分散して設置されている複数個の地
下埋設構造物用電気防食設備を利用し、各電気防食設備において電気防食を行うための閉
ループ電気回路を流れる電流量の変化を検出し、検出された電流量の変化に基づいて、地
震の発生を予知するようにしている。
【００１９】
　ところで、閉ループ電気回路Ｗ内を流れる電流量の変化を検出するためには、閉ループ
電気回路Ｗ内を流れる電流量を検出するための検出器３９、例えば、電流計を、図３にお
いて破線で示されるように、閉ループ電気回路Ｗ内に配置すれば足りる。このように、本
発明では、電流計３９を既存の電気防食設備３０に設置するだけで、地震発生の予知が可



(6) JP 2020-176972 A 2020.10.29

10

20

30

40

50

能となるので、低い費用負担でもって地震発生の予知が可能となることになる。なお、こ
の場合、図３に示される実施例では、電流計３９に加え、電流計３９により検出された検
出値を処理するための処理装置４０が、破線で示されるように、電気防食設備３０に追加
設置されている。この場合でも、検出器３９および処理装置４０を、既存の電気防食設備
３０に設置するだけで、地震発生の予知が可能となるので、同様に、低い費用負担でもっ
て地震発生の予知が可能となることになる。
【００２０】
　なお、閉ループ電気回路Ｗ内を流れる電流量の変化は、種々の形で検出することができ
る。例えば、閉ループ電気回路Ｗ内を流れる電流量の変化を電圧の変化の形で検出するこ
とができる。このように閉ループ電気回路Ｗ内を流れる電流量の変化は、閉ループ電気回
路Ｗ内を流れる電流量の変化を表す種々の検出値の形で検出され、従って、本発明におい
て、閉ループ電気回路Ｗ内を流れる電流量の変化の検出値は、閉ループ電気回路Ｗ内を流
れる電流量の変化を表す種々の検出値を全て含んでいる。
【００２１】
　次に、図３に示される処理装置４０について簡単に説明する。図４には、この処理装置
４０と電流計３９とが示されている。図４を参照すると、処理装置４０は、電子制御ユニ
ット４１と通信装置４２を含んでおり、この電子制御ユニット４１は、双方向性バス４２
によって互いに接続されたマイクロプロセッサ（ＣＰＵ）４３と、記憶装置、即ち、メモ
リ４４と、入出力ポート４５とを具備する。図４に示されるように、入出力ポート４５は
通信装置４２に接続されており、また、入出力ポート４５には電流計３９がＡＤ変換機４
７を介して接続されている。
【００２２】
　次に、図５を参照しつつ、電気防食設備３０の別の例について説明する。なお、図５に
おいて、図３と同様な構成要素は同一の符号で示し、説明を省略する。図５を参照すると
、電気防食設備３０は、地中３２内において金属パイプ３１から間隔を隔てて配置された
陽極５０を具備しており、陽極５０はリード線５１を介して金属パイプ３１に接続される
。この陽極５０は、鉄よりもイオン化傾向の高い金属、例えばアルミニュウムから形成さ
れている。なお、陽極５０の周囲は、バックフィルと称される充填剤、例えば、石膏、ベ
ントナイト、硫酸ナトリウムの混合物により包囲されている。
【００２３】
　図５に示される電気防食設備３０では、金属パイプ３１と陽極５０間に生ずる電位差に
よって、陽極５０から金属パイプ３１に向けて微小の防食電流Ｙが流れる。このように電
極３３から金属パイプ３１に向けて防食電流Ｙが流れることによって、金属パイプ３１の
外壁面が腐食するのが阻止される。この電気防食設備３０においても、図５に示されるよ
うに、電気防食設備３０には、金属パイプ３１からリード線５１および陽極５０を通って
再び金属パイプ３１に戻る閉ループ電気回路Ｗが形成されている。なお、このように金属
パイプ３１と陽極５０間に生ずる電位差を利用した電気防食方式は、流電陽極方式と称さ
れる。
【００２４】
　さて、図５に示される電気防食設備３０でも、図１において電位の高い正電荷の集合層
６から、電位の低い正電荷の集合層６周りに向けて地中内を電流が流れると、閉ループ電
気回路Ｗ内には、誘導起電力が発生し、その結果、閉ループ電気回路Ｗ内を流れる電流が
増大する。従って、図５に示される電気防食設備３０でも、閉ループ電気回路Ｗ内を流れ
る電流量の変化に基づいて、地震の発生を予知することができる。なお、図５に示される
電気防食設備３０においても、増大する電流が、閉ループ電気回路Ｗ内を、図５において
右回りに流れるのか、左回りに流れるのかは、電位の高い正電荷の集合層６が形成された
ときに、金属パイプ３１と、陽極５０のどちらの電位が高くなるかによって決まり、従っ
て、このとき電流の流れる向きは電気防食設備３０毎に異なる。
【００２５】
　一方、図５に示される電気防食設備３０でも、閉ループ電気回路Ｗ内を流れる電流量の
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変化を検出するためには、閉ループ電気回路Ｗ内を流れる電流量を検出するための検出器
３９、例えば、電流計を、図５において破線で示されるように、閉ループ電気回路Ｗ内に
配置すれば足りる。なお、この場合、図５に示される実施例では、検出器３９および検出
器３９により検出された検出値を処理するための処理装置４０を有する検知装置５２が、
破線で示されるように、電気防食設備３０に追加設置される。なお、地震が発生すると閉
ループ電気回路Ｗ内には誘導起電力により高電圧が発生する。従って、電気防食設備３０
としては、流電陽極方式に比べ高い電圧に対しても対応して作動し続ける外部電源方式の
電気防食設備を利用することが好ましい。
【００２６】
　次に、図６から図９を参照しつつ、岩石層２内に細かな亀裂３が生じ始めた後の、即ち
、準静的破壊が開始された後の、閉ループ電気回路Ｗを流れる電流量の変化について説明
する。なお、図６から図９は、防食電流Ｙが継続的に流れている場合を示している。まず
初めに、図６を参照すると、縦軸Ｉは、閉ループ電気回路Ｗを流れる電流量を示しており
、横軸は時間を示している。また、図６には、準静的破壊が開始されたときと、岩石層２
の本破壊が生じたときとが示されている。一方、地中内には平常時でも、微小な自然電流
が流れており、図６の縦軸ＩにおけるＩ０は、この平常時における自然電流値を示してい
る。なお図６は、一例として、本破壊が生じたときに、検出計３０により検出された閉ル
ープ電気回路Ｗを流れる電流量Ｉが増大する場合を示している。
【００２７】
　さて、図６を参照すると、岩石層２内に細かな亀裂３が生じ始める前、即ち、準静的破
壊が開始される前は、閉ループ電気回路Ｗを流れる電流量Ｉは、微小な値となっている。
次いで、岩石層２内に細かな亀裂３が生じ始めると、即ち、準静的破壊が開始されると、
閉ループ電気回路Ｗを流れる電流量Ｉは、最初は微小な値で変動し続け、図６の時刻ｔＸ
付近で上昇を開始する、その後、閉ループ電気回路Ｗを流れる電流量Ｉは急激に上昇して
ピークに達し、本破壊に至る。このとき地震が発生する。従って、図６において、閉ルー
プ電気回路Ｗを流れる電流量Ｉが上昇を開始する時刻ｔＸを検出できれば、地震の発生を
予知できることになる。そこで、本発明による実施例では、閉ループ電気回路Ｗを流れる
電流量Ｉが上昇を開始する時刻ｔＸを検出するようにしている。
【００２８】
　図７および図８は、本発明による実施例において用いられている電流量Ｉの上昇開始時
刻ｔＸの求め方を示している。初めに、図７を参照すると、図７の曲線Ｆは、図６の区間
Ｓにおける電流量Ｉの変化を、時間軸を引き延ばして表したものであり、図７におけるＱ
１，Ｑ２およびＱ３，Ｑ４は、連続する予め設定された一定時間Δｔｎ－１、Δｔｎ内に
おける電流量Ｉの変化を一次関数により近似したときの近似関数、即ち、近似直線を示し
ている。一方、図８は、図７において近似直線Ｑ１およびＱ２に関係する部分の詳細図を
示している。なお、図８には、電流量Ｉの実際の変化Ｇと、一定時間Δｔｓ内における電
流量Ｉの平均値Ｉｍが示されている。具体的な一例を挙げると、この一定時間Δｔｓは１
０秒とされており、この具体的な例では、１０秒間における電流量Ｉの平均値Ｉｍが求め
られている。更に、この具体的な例では、この電流量Ｉの平均値Ｉｍが１０秒毎に算出さ
れ、一定時間Δｔｎ－１およびΔｔｎは２分とされている。従って、この具体的な例では
、一定時間Δｔｎ－１、Δｔｎ内に、夫々６個の電流量Ｉの平均値Ｉｍが取得され、各近
似直線Ｑ１，Ｑ２、Ｑ３，Ｑ４は、対応する一定時間Δｔｎ－１、Δｔｎ内において取得
された６個の電流量Ｉの平均値Ｉｍから最小２乗法を用いて求められる。
【００２９】
　さて、一定時間Δｔｎ－１内における近似直線（図７ではＱ１，Ｑ３）の傾きをＫｎ－

１とし、一定時間Δｔｎ内における近似直線（図７ではＱ２，Ｑ４）の傾きをＫｎとする
と、地震の発生により電流量Ｉが増大する以前は電流量Ｉが微小に変動しているだけであ
り、従って、図７に示されるように、近似直線Ｑ１の傾きＫｎ－１はほぼ零となり、近似
直線Ｑ２の傾きＫｎもほぼ零となる。従って、近似直線Ｑ２の傾きＫｎと近似直線Ｑ１の
傾きＫｎ－１との差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）もほぼ零となる。
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【００３０】
　一方、正電荷の集合層６の形成により電流量Ｉが増大し始める前は、図７の近似直線Ｑ
３からわかるように、近似直線Ｑ３の傾きＫｎ－１はほぼ零となっている。これに対し、
正電荷の集合層６の形成により電流量Ｉが増大し始めると、図７の近似直線Ｑ４からわか
るように、近似直線Ｑ４の傾きＫｎが大きくなる。従って、このときには、近似直線Ｑ４
の傾きＫｎと近似直線Ｑ３の傾きＫｎ－１との差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が大きくなる
。この場合、図７において、近似直線Ｑ４を求めるために費やされた一定時間Δｔｎの開
始時刻ｔＸｓが、電流量Ｉの上昇開始時刻ｔＸに一致したときに、近似直線Ｑ４の傾きＫ

ｎと近似直線Ｑ３の傾きＫｎ－１との差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が最も大きくなり、こ
のとき差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）は、過去の実測データから定まる閾値αを越える。従
って、本発明による実施例では、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が閾値αを越えたときに、
近似直線Ｑ４を求めるために費やされた一定時間Δｔｎの開始時刻ｔＸｓが、電流量Ｉの
上昇開始時刻ｔＸとされる。
【００３１】
　次に、図９を参照しつつ、本発明による実施例において用いられている電流量Ｉの上昇
開始時刻ｔＸの算出方法について簡単に説明する。なお、図９に示される曲線Ｆは、図７
に示される曲線Ｆと同一である。前述したように、本発明による実施例では、例えば、閉
ループ電気回路Ｗを流れる電流量Ｉの平均値Ｉｍは１０秒毎に取得され、電流量Ｉの平均
値Ｉｍが取得されたときに、電流量Ｉの平均値Ｉｍの取得時から一定時間Δｔｎ＋一定時
間Δｔｎ－１前までの間における電流量Ｉの平均値Ｉｍに基づき、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ

－１）が算出される。
【００３２】
　即ち、図９において、時刻ｔ１に、電流量Ｉの平均値Ｉｍが取得されたときには、電流
量Ｉの平均値Ｉｍの取得時から一定時間Δｔｎ＋一定時間Δｔｎ－１前までの間における
電流量Ｉの平均値Ｉｍに基づき、近似直線Ｑ１の傾きおよびＱ２の傾きが求められ、これ
ら傾きから差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）がされる。次いで、時刻ｔ２において、電流量Ｉ
の平均値Ｉｍが取得されたときには、電流量Ｉの平均値Ｉｍの取得時から一定時間Δｔｎ

＋一定時間Δｔｎ－１前までの間における電流量Ｉの平均値Ｉｍに基づき、一次直線Ｑ３

の傾きおよびＱ４の傾きが求められ、これらの傾きから差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が算
出される。以下、時刻ｔ３において、電流量Ｉの平均値Ｉｍが取得されたときも、時刻ｔ

４おいて、電流量Ｉの平均値Ｉｍが取得されたときも、時刻ｔ５において、電流量Ｉの平
均値Ｉｍが取得されたときも同様である。
【００３３】
　各時刻ｔ１、ｔ２、ｔ３、ｔ４、ｔ５において電流量Ｉの平均値Ｉｍが取得され、差Δ
Ｋ（＝ＫｎーＫｎ－１）が算出されると、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が閾値αを越えた
か否かが判別され、例えば、時刻ｔ５において差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が閾値αを越
えたと判別されたときには、時刻ｔ１が電流量Ｉの上昇開始時刻ｔＸとされる。閉ループ
電気回路Ｗを流れる電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始すると、その後、或る時間を経過
したときに、例えば、３０分から４０分経過した後に、岩石層２における本破壊が生じ、
地震が発生する。従って、電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇開始時刻ｔＸがわかると、地震の
発生を予知することが可能となる。
【００３４】
　ところで、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始した後、地震が発生する場合には、その
後、本破壊に至るまで、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇し続ける。しかしながら、電流量Ｉ
の平均値Ｉｍの上昇が地震前兆由来によらない場合には、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を
開始した後、本破壊に至らない場合、即ち、地震が発生しない場合もある。従って、電流
量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始したからといって、地震が発生すると予告すると、誤報を
生じることになる。ところで、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始した後、地震が発生し
ない場合には、その後、短時間のうちに、電流量Ｉの平均値Ｉｍが減少する。従って、電
流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始した後の電流量Ｉの平均値Ｉｍの挙動から、地震が発生
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するか否かを判別することができる。
【００３５】
　そこで本発明による第１の実施例では、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始したと判別
されたときには、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始したと判別されたときから順次取得
される電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分を積算し、この電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分の積
算値ΣＩを求めるようにしている。なお、この場合、電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇開始時
ｔＫ直後から順次取得された電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分を積算することもできる。さ
て、電流量Ｉが上昇を開始した後、地震が発生する場合には、図９において実線Ｚで示さ
れるように、電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分の積算値ΣＩは上昇し続け、電流量Ｉの平均
値Ｉｍが上昇を開始した後、地震が発生しない場合には、電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分
はマイナスとなるので、図９において破線で示されるように、電流量Ｉの平均値Ｉｍの増
大分の積算値ΣＩは一旦上昇した後、減少する。従って、本発明による実施例では、電流
量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始した後、一定時間後における電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大
分の積算値ΣＩが、図９に示される予め設定された基準値ｄＩ以下になったか否かによっ
て、地震が発生するか否かが判別される。
【００３６】
　一方、図１０は、図６に示される例とは異なって、本破壊が生じたときに、検出計３０
により検出された閉ループ電気回路Ｗを流れる電流量Ｉが減少する場合を示している。な
お、この図１０は図７と同様な図を表しており、従って、図１０において用いられている
種々の記号についての説明は不要と考えられるので、これら記号についての説明は省略す
る。図１０に示される場合でも、岩石層２内に細かな亀裂３が生じ始めると、即ち、準静
的破壊が開始されると、閉ループ電気回路Ｗを流れる電流量Ｉは、最初は微小な値で変動
し続ける。次いで、図１０の時刻ｔＸs付近で下降を開始し、その後、閉ループ電気回路
Ｗを流れる電流量Ｉは急激に減少して本破壊に至る。従って、この場合には、閉ループ電
気回路Ｗを流れる電流量Ｉが下降を開始する時刻ｔＸsを検出できれば、地震の発生を予
知できることになる。
【００３７】
　さて、図１０に示される場合でも、地震の発生により電流量Ｉが低下し始める前は、図
１０の近似直線Ｑ３からわかるように、近似直線Ｑ３の傾きＫｎ－１はほぼ零となってい
る。これに対し、地震の発生により電流量Ｉが減少し始めると、図１０の近似直線Ｑ４か
らわかるように、近似直線Ｑ４の傾きＫｎが大きくなる。従って、このときには、近似直
線Ｑ４の傾きＫｎと近似直線Ｑ３の傾きＫｎ－１との差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）がマイ
ナスとなり、差ΔＫの絶対値が大きくなる。この場合、図１０において、近似直線Ｑ４を
求めるために費やされた一定時間Δｔｎの開始時刻ｔＸｓが、電流量Ｉの下降開始時刻ｔ
Ｘｓに一致したときに、近似直線Ｑ４の傾きＫｎと近似直線Ｑ３の傾きＫｎ－１との差Δ
Ｋ（＝ＫｎーＫｎ－１）の絶対値が最も大きくなり、このとき差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１

）の絶対値は、過去の実測データから定まる閾値αを越える。従って、図７および図１０
に示される場合を考慮して、本発明による第１実施例では、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）
の絶対値が閾値αを越えたときに、近似直線Ｑ４を求めるために費やされた一定時間Δｔ

ｎの開始時刻ｔＸｓが、電流量Ｉの上昇開始時刻ｔＸ或いは電流量Ｉの下降開始時刻ｔＸ
とされる。
【００３８】
　さて、図１０に示される場合でも、電流量Ｉの平均値Ｉｍが下降を開始したと判別され
たときには、電流量Ｉの平均値Ｉｍが下降を開始したと判別されたときから順次取得され
る電流量Ｉの平均値Ｉｍの減少分を積算し、この電流量Ｉの平均値Ｉｍの減少分の積算値
ΣＩを求めるようにしている。この場合には、電流量Ｉが下降を開始した後、地震が発生
する場合には、電流量Ｉの平均値Ｉｍの減少分の積算値ΣＩは減少し続け、電流量Ｉの平
均値Ｉｍが下降を開始した後、地震が発生しない場合には、電流量Ｉの平均値Ｉｍは増大
方向に変化するので、電流量Ｉの平均値Ｉｍの減少分の積算値ΣＩは一旦減少した後、増
大する。従って、本発明による実施例では、電流量Ｉの平均値Ｉｍが減少を開始した後、
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一定時間後における電流量Ｉの平均値Ｉｍの減少分の積算値ΣＩが、図９に示される予め
設定された基準値―ｄＩ以上になったか否かによって、地震が発生するか否かが判別され
る。
【００３９】
　図１１は、地震発生の兆候となる異常の発生を検出するために、図４の処理装置４０に
おいて実行される異常検出ルーチンを示している。この異常検出ルーチンは、一定時間毎
の、例えば、４msec毎の割り込みによって実行される。
　図１１を参照すると、初めに、ステップ６０において、電流計３９により検出されてい
る閉ループ電気回路Ｗを流れる電流量Ｉが読み込まれ、読み込まれた電流量Ｉがメモリ４
５内に記憶される。次いで、ステップ６１では、一定時間Δｔｓが経過したか否か、例え
ば１０秒が経過したか否かが判別される。１０秒が経過していないときには、処理サイク
ルを完了する。これに対し、１０秒が経過したと判別されたときには、ステップ６２に進
んで、電流量Ｉの平均値Ｉｍが算出され、算出された電流量Ｉの平均値Ｉｍがメモリ４５
内に記憶される。次いで、ステップ６３に進む。
【００４０】
　ステップ６３では、メモリ４５内に記憶されている電流量Ｉの平均値Ｉｍの中から、図
８を参照しつつ説明した一定時間Δｔｎ－１内における電流量Ｉの平均値Ｉｍが読み込ま
れる。次いで、ステップ６４では、一定時間Δｔｎ－１内における電流量Ｉの平均値Ｉｍ
の変化を近似する近似直線が最小２乗法を用いて求められ、この近似直線の傾きＫｎ－１

が算出される。次いで、ステップ６５では、メモリ４５内に記憶されている電流量Ｉの平
均値Ｉｍの中から、図８を参照しつつ説明した一定時間Δｔｎ内における電流量Ｉの平均
値Ｉｍが読み込まれる。次いで、ステップ６６では、一定時間Δｔｎ内における電流量Ｉ
の平均値Ｉｍの変化を近似する近似直線が最小２乗法を用いて求められ、この近似直線の
傾きＫｎが算出される。
【００４１】
　次いで、ステップ６７では、地震発生の兆候となる異常が発生していることを示す異常
フラグがセットされているか否かが判別される。異常フラグがセットされていないと判別
されたときにはステップ６８に進む。ステップ６８では、算出された傾きＫｎと傾きＫｎ

－１との差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）の絶対値が閾値αを越えたか否かが判別される。差
ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）の絶対値が閾値αを越えていないと判別されたときには処理サ
イクルを終了する。これに対し、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）の絶対値が閾値αを越えた
と判別されたときには、ステップ６９に進んで、異常フラグがセットされる。次いで、ス
テップ７０に進んで、電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分又は減少分Ｃ・Ｋｎ（Ｃは定数）の
初期値がΣＩとされる。次いで、処理サイクルを終了する。異常フラグがセットされると
次の処理サイクルでは、ステップ６７からステップ７１に進んで、経過時間ｔＳに一定時
間Δｔｓが加算される。なお、この経過時間ｔＳの初期値は零とされており、従って、こ
の経過時間ｔＳは、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）の絶対値が閾値αを越えたと判別された
ときからの経過時間を表している。
【００４２】
　次いで、ステップ７２では、電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分の積算値ΣＩに、電流量Ｉ
の平均値Ｉｍの増大分又は減少分Ｃ・Ｋｎ（Ｃは定数）が加算される。次いで、ステップ
７３では、経過時間ｔＳが予め定められた一定時間ｔＳＯ、例えば、３分を経過したか否
かが判別される。経過時間ｔＳが予め定められた一定時間ｔＳＯを経過していないときに
は、処理サイクルを終了する。これに対し、経過時間ｔＳが予め定められた一定時間ｔＳ
Ｏを経過したときには、ステップ７４に進んで、電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分の積算値
ΣＩが予め設定された基準値ｄＩよりも小さくなったか否か、或いは、電流量Ｉの平均値
Ｉｍの減少分の積算値ΣＩが予め設定された基準値―ｄＩよりも大きくなったか否か、即
ち、電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分又は減少分の積算値ΣＩが予め設定された基準値ｄＩ
と設定された基準値―ｄＩとの間になったか否かが判別される。電流量Ｉの平均値Ｉｍの
増大分又は減少分の積算値ΣＩが予め設定された基準値ｄＩと設定された基準値―ｄＩと
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の間になったときには、地震は発生しないと判別され、ステップ７５に進んで、異常フラ
グがリセットされる。次いで、処理サイクルを終了する。異常フラグがリセットされると
、地震発生の兆候となる異常の発生の検出が続行される。
【００４３】
　これに対し、ステップ７４において、電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分又は減少分の積算
値ΣＩが予め設定された基準値ｄＩと設定された基準値―ｄＩとの間にならなかったと判
別されたときには、ステップ７６に進んで、地震に関する種々の情報を送信すべき指令が
通信装置４２に出される。即ち、ステップ７６では、地震が発生することを示す地震発生
信号を送信すべき指令が通信装置４２に出され、次いで、ステップ７７では、電気防食設
備３０の固有の識別信号、例えば、電気防食設備３０の設置位置の緯度および経度に関す
る情報、および、現在の時刻と地震発生までの予測時間等、時間に関する情報を送信すべ
き指令が通信装置４２に出される。次いで、ステップ７８では、メモリ４５内に記憶され
ている直近の電流量Ｉの平均値Ｉｍの変化履歴に関する情報を送信すべき指令が通信装置
４２に出される。次いで、ステップ７９では、短い時間間隔で現在の電流量Ｉの平均値Ｉ
ｍをリアルタイムで送信すべき送信指令が通信装置４２に出される。
【００４４】
　図１２は、電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇開始時刻ｔＸおよび電流量Ｉの下降開始時刻ｔ
Ｘを求めるための図７および図１０に示される実施例の変形例を示している。図１２に示
される変形例では、Ｋｎ－１およびＫｎの値として、一定時間Δｔｎ－１内の電流量Ｉの
平均値Ｉｍに対する近似直線の傾き、および一定時間Δｔｎ内の電流量Ｉの平均値Ｉｍに
対する近似直線の傾きに代えて、一定時間Δｔｎ－１内における電流量Ｉの平均値、およ
び一定時間Δｔｎ内における電流量Ｉの平均値が用いられている。この変形例についても
、図１１に示される異常検出ルーチンを用いて、地震発生の兆候となる異常の発生を検出
することができる。
【００４５】
　次に、図１３および図１４を参照しつつ、地震の発生を誤判断しないようにした本発明
の第２実施例について説明する。最初に図１３について説明すると、図１３に示される曲
線Ｆは、図９に示される曲線Ｆと同一である。また、図１３におけるＱ１，Ｑ２・・・Ｑ
１９，Ｑ２０は、連続する予め設定された一定時間Δｔｎ－１、Δｔｎ内における電流量
Ｉの平均値Ｉｍの変化を近似したときの近似直線を示している。また、図１３において、
ｔＸは電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇開始時刻を示している。この第２実施例でも、第１実
施例と同様に、閉ループ電気回路Ｗを流れる電流量Ｉの平均値Ｉｍが１０秒毎に算出され
、電流量Ｉの平均値Ｉｍが取得されたときに、電流量Ｉの平均値Ｉｍの取得時から一定時
間Δｔｎ＋一定時間Δｔｎ－１前までの間における電流量Ｉの平均値Ｉｍに基づき、差Δ
Ｋ（＝ＫｎーＫｎ－１）が算出される。
【００４６】
　電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始した後、本破壊に至るときの近似直線Ｑ１，Ｑ２・
・・Ｑ１９，Ｑ２０の変化が、図１３に実線で示されている。図１３において実線で示さ
れる近似直線Ｑ１，Ｑ２・・・Ｑ１９，Ｑ２０の変化からわかるように、電流量Ｉの平均
値Ｉｍが上昇を開始したときには、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）の値は、閾値α以上とな
り、電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇開始後は、時間Δｔｎ内における傾きＫｎと時間Δｔｎ

＋内における傾きＫｎ－１との差が小さくなる。従って、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を
開始した後、本破壊に至るときには、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）の値は、一時的に閾値
α以上になった後、小さな値に維持される。
【００４７】
　一方、電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇を開始した後、本破壊に至らないときの近似直線Ｑ
１，Ｑ２・・・Ｑ１９，Ｑ２０の変化が、図１３に破線で示されている。この場合には、
電流量Ｉの平均値Ｉｍは、初めは上昇するが、上昇を開始して暫くすると、低下し始める
。従って、図１３において破線で示される近似直線Ｑ１，Ｑ２・・・Ｑ１９，Ｑ２０の変
化からわかるように、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始した後、本破壊に至らないとき
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には、電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇開始時刻ｔＸ以降、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）の値
は、一旦、閾値α以上に維持された後、徐々に減少して、例えば、マイナスα以下となる
。
【００４８】
　一方、電流量Ｉの平均値Ｉｍが下降を開始した後、本破壊に至らないときには、図１３
に示される場合と異なり、電流量Ｉの平均値Ｉｍの下降開始時刻ｔＸ以降、差ΔＫ（＝Ｋ

ｎーＫｎ－１）の値は、一旦、マイナスα以下に維持された後、徐々に増大して、例えば
、閾値α以上となる。そこでこの第２実施例では、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始し
た後、或る時間、例えば、３分以内に、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）の値が、マイナスα
以下となったときには、地震が発生しないと判別し、電流量Ｉの平均値Ｉｍの絶対値が下
降を開始した後、或る時間、例えば、３分以内に、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）の値が、
閾値α以上となったときには、地震が発生しないと判別するようにしている。
【００４９】
　図１４および図１５は、この第２実施例を実行するために、図４の処理装置４０におい
て実行される異常検出ルーチンを示している。この異常検出ルーチンは、一定時間毎の、
例えば、４ｍsec毎の割り込みによって実行される。なお、図１４および図１５に示され
るルーチンにおけるステップ８０から８７は、図１１に示されるルーチンにおけるステッ
プ６０から６７と同じである。
【００５０】
　即ち、図１４を参照すると、初めに、ステップ８０において、電流計３９により検出さ
れている閉ループ電気回路Ｗを流れる電流量Ｉが読み込まれ、読み込まれた電流量Ｉがメ
モリ４５内に記憶される。次いで、ステップ８１では、一定時間Δｔｓが経過したか否か
、例えば１０秒が経過したか否かが判別される。１０秒が経過していないときには、処理
サイクルを完了する。これに対し、１０秒が経過したと判別されたときには、ステップ８
２に進んで、電流量Ｉの平均値Ｉｍが算出され、算出された電流量Ｉの平均値Ｉｍがメモ
リ４５内に記憶される。次いで、ステップ8３に進む。
【００５１】
　ステップ８３では、メモリ４５内に記憶されている電流量Ｉの平均値Ｉｍの中から、図
８を参照しつつ説明した一定時間Δｔｎ－１内における電流量Ｉの平均値Ｉｍが読み込ま
れる。次いで、ステップ８４では、一定時間Δｔｎ－１内における電流量Ｉの平均値Ｉｍ
の変化を近似する近似直線が最小２乗法を用いて求められ、この近似直線の傾きＫｎ－１

が算出される。次いで、ステップ８５では、メモリ４５内に記憶されている電流量Ｉの平
均値Ｉｍの中から、図８を参照しつつ説明した一定時間Δｔｎ内における電流量Ｉの平均
値Ｉｍが読み込まれる。次いで、ステップ８６では、一定時間Δｔｎ内における電流量Ｉ
の平均値Ｉｍの変化を近似する近似直線が最小２乗法を用いて求められ、この近似直線の
傾きＫｎが算出される。
【００５２】
　次いで、ステップ８７では、地震発生の兆候となる異常が発生していることを示す異常
フラグがセットされているか否かが判別される。異常フラグがセットされていないと判別
されたときにはステップ８８に進む。ステップ８８では、算出された傾きＫｎと傾きＫｎ

－１との差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が閾値αを越えたか否かが判別される。差ΔＫ（＝
ＫｎーＫｎ－１）が閾値αを越えていないと判別されたときにはステップ８９に進んで、
算出された傾きＫｎと傾きＫｎ－１との差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）がマイナスαよりも
小さいか否かが判別される。差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）がマイナスαよりも小さくない
ときにはときには処理サイクルを終了する。
【００５３】
　一方、ステップ８８において、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が閾値αを越えたと判別さ
れたときには、ステップ９０に進んで、電流量Ｉが上昇していることを示す上昇フラグが
セットされる。次いで、ステップ９２に進んで、異常フラグがセットされ、次いで、処理
サイクルを終了する。一方、ステップ８９において、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）がマイ
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ナスαよりも小さいと判別されたときには、ステップ９１に進んで、電流量Ｉが上昇して
いることを示す上昇フラグがリセットされる。次いで、ステップ９２に進んで、異常フラ
グがセットされ、次いで、処理サイクルを終了する。異常フラグがセットされると次の処
理サイクルでは、ステップ８７からステップ９３に進んで、経過時間ｔＳに一定時間Δｔ
ｓが加算される。なお、この経過時間ｔＳの初期値は零とされており、従って、この経過
時間ｔＳは、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が閾値αを越えたと判別されたとき、或いは、
差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）がマイナスαよりも小さいと判別されたときからの経過時間
を表している。
【００５４】
　次いで、ステップ９４では、経過時間ｔＳが予め定められた一定時間ｔＳＯ、例えば、
３分を経過していないか否かが判別される。経過時間ｔＳが予め定められた一定時間ｔＳ
Ｏを経過していないときには、ステップ９５に進んで、電流量Ｉが上昇していることを示
す上昇フラグがセットされているか否かが判別される。上昇フラグがセットされていると
きには、ステップ９６に進んで、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）がマイナスαよりも小さく
なったか否かが判別される。差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）がマイナスαよりも小さくなっ
たときには、地震は発生しないと判別され、ステップ９８に進んで、異常フラグがリセッ
トされる。次いで、処理サイクルを終了する。異常フラグがリセットされると、地震発生
の兆候となる異常の発生の検出が続行される。
【００５５】
　これに対し、ステップ９５において、上昇フラグがセットされていないと判別されたと
きには、ステップ９７に進んで、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が閾値αを越えたか否かが
判別される。差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が閾値αを越えたときには、地震は発生しない
と判別され、ステップ９９に進んで、異常フラグがリセットされる。次いで、処理サイク
ルを終了する。異常フラグがリセットされると、地震発生の兆候となる異常の発生の検出
が続行される。一方、ステップ９４において、経過時間ｔＳが予め定められた一定時間ｔ
ＳＯを経過したと判別されたときには、ステップ１００に進んで、地震に関する種々の情
報を送信すべき指令が通信装置４２に出される。
【００５６】
　即ち、ステップ１００では、地震が発生することを示す地震発生信号を送信すべき指令
が通信装置４２に出され、次いで、ステップ１０１では、電気防食設備３０の固有の識別
信号、例えば、電気防食設備３０の設置位置の緯度および経度に関する情報、および、現
在の時刻と地震発生までの予測時間等、時間に関する情報を送信すべき指令が通信装置４
２に出される。次いで、ステップ１０２では、メモリ４５内に記憶されている直近の電流
量Ｉの平均値Ｉｍの変化履歴に関する情報を送信すべき指令が通信装置４２に出される。
次いで、ステップ１０３では、短い時間間隔で現在の電流量Ｉの平均値Ｉｍをリアルタイ
ムで送信すべき送信指令が通信装置４２に出される。
【００５７】
　次に、図１６から図１８を参照しつつ、地震の発生を誤判断しないようにした本発明の
第３実施例について説明する。最初に図１６について説明すると、図１６に示される曲線
Ｆは、図９に示される曲線Ｆと同一である。また、図１６におけるＱ１，Ｑ２・・・Ｑ１
９，Ｑ２０は、連続する予め設定された一定時間Δｔｎ－１、Δｔｎ内における電流量Ｉ
の平均値Ｉｍの変化を近似したときの近似直線を示している。また、図１６において、ｔ
Ｘは電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇開始時刻を示している。この第３実施例でも、第１実施
例および第２実施例と同様に、閉ループ電気回路Ｗを流れる電流量Ｉの平均値Ｉｍは１０
秒毎に算出され、電流量Ｉの平均値Ｉｍが取得されたときに、電流量Ｉの平均値Ｉｍの取
得時から一定時間Δｔｎ＋一定時間Δｔｎ－１前までの間における電流量Ｉの平均値Ｉｍ
に基づき、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が算出される。
【００５８】
　また、図１３と同様に図１６には、電流量Ｉの平均値Ｉｍの絶対値が上昇を開始した後
、本破壊に至るときの近似直線Ｑ１，Ｑ２・・・Ｑ１９，Ｑ２０の変化が、実線で示され
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ている。このように、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始した後、本破壊に至るときには
前述したように、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）の値は、一時的に閾値α以上になった後、
小さな値に維持される。これに対し、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始した後、本破壊
に至るときには、電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇開始時刻ｔＸ以降、時間Δｔｎ内における
傾きＫｎは一定以上の傾きに維持される。
【００５９】
　この第３実施例では、電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇開始時刻ｔＸ以降における時間Δｔ

ｎ内の傾きＫｎの変化を求めるために、電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇開始時刻ｔＸにおけ
る時間Δｔｎ内の傾きＫｎ－１が基準値Ｋ０とされ、即ち、図１６に示される例では、近
似直線Ｑ９の傾きＫｎ－１が基準値Ｋ０とされ、電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇開始時刻ｔ
Ｘ以降の各時間Δｔｎ内における傾きＫｎと基準値Ｋ０との差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が
算出される。電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇開始時刻ｔＸ以降、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上
昇し続けると、傾きＫｎは一定以上の傾きに維持され、従って、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０

）の値は、一定値以上に維持される。図１６には、この差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が示さ
れている。
【００６０】
　電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始した後、本破壊に至るときには、図１６において実
線で示されるように、電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇開始時刻ｔＸ以降、差ΔＫＫ（＝Ｋｎ

ーＫ０）の値は、一定の値、例えば、閾値α付近に維持される。これに対し、電流量Ｉの
平均値Ｉｍが上昇を開始した後、本破壊に至らないときには、電流量Ｉの平均値Ｉｍの上
昇開始時刻ｔＸ以降、暫くすると差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）の値は、閾値α以下に低下す
る。そこでこの第３実施例では、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始した後、差ΔＫＫ（
＝ＫｎーＫ０）の値が、或る時間、例えば、５分以上、継続して閾値α付近に維持されて
いれば、地震が発生すると判別し、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始した後、差ΔＫＫ
（＝ＫｎーＫ０）の値が、或る時間、例えば、５分以内に閾値α以下に低下すれば、地震
が発生しないと判別するようにしている。
【００６１】
　一方、電流量Ｉの平均値Ｉｍが下降を開始した後、本破壊に至るときには、図１６にお
いて破線で示されるように、電流量Ｉの平均値Ｉｍの下降開始時刻ｔＸ以降、差ΔＫＫ（
＝ＫｎーＫ０）の値は、一定の値、例えば、マイナスα付近に維持される。これに対し、
電流量Ｉの平均値Ｉｍが下降を開始した後、本破壊に至らないときには、電流量Ｉの平均
値Ｉｍの下降開始時刻ｔＸ以降、暫くすると差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）の値は、マイナス
α以上に上昇する。従って、この第３実施例では、電流量Ｉの平均値Ｉｍが下降を開始し
た後、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）の値が、或る時間、例えば、５分以上、継続してマイナ
スα付近に維持されていれば、地震が発生すると判別し、電流量Ｉの平均値Ｉｍが下降を
開始した後、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）の値が、或る時間、例えば、５分以内にマイナス
α以上に上昇すれば、地震が発生しないと判別するようにしている。
【００６２】
　図１７および図１８は、この第３実施例を実行するために、図４の処理装置４０におい
て実行される異常検出ルーチンを示している。この異常検出ルーチンは、一定時間毎の、
例えば、４ｍsec毎の割り込みによって実行される。なお、図１７および図１８に示され
るルーチンにおけるステップ１１０から１２１は、図１４に示されるルーチンにおけるス
テップ８０から９１と同じである。
【００６３】
　即ち、図１７を参照すると、初めに、ステップ１１０において、電流計３９により検出
されている閉ループ電気回路Ｗを流れる電流量Ｉが読み込まれ、読み込まれた電流量Ｉが
メモリ４５内に記憶される。次いで、ステップ１１１では、一定時間Δｔｓが経過したか
否か、例えば１０秒が経過したか否かが判別される。１０秒が経過していないときには、
処理サイクルを完了する。これに対し、１０秒が経過したと判別されたときには、ステッ
プ１１２に進んで、電流量Ｉの平均値Ｉｍが算出され、算出された電流量Ｉの平均値Ｉｍ
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がメモリ４５内に記憶される。次いで、ステップ１１３に進む。
【００６４】
　ステップ１１３では、メモリ４５内に記憶されている電流量Ｉの平均値Ｉｍの中から、
図８を参照しつつ説明した一定時間Δｔｎ－１内における電流量Ｉの平均値Ｉｍが読み込
まれる。次いで、ステップ１１４では、一定時間Δｔｎ－１内における電流量Ｉの平均値
Ｉｍの変化を近似する近似直線が最小２乗法を用いて求められ、この近似直線の傾きＫｎ

－１が算出される。次いで、ステップ１１５では、メモリ４５内に記憶されている電流量
Ｉの平均値Ｉｍの中から、図８を参照しつつ説明した一定時間Δｔｎ内における電流量Ｉ
の平均値Ｉｍが読み込まれる。次いで、ステップ１１６では、一定時間Δｔｎ内における
電流量Ｉの平均値Ｉｍの変化を近似する近似直線が最小２乗法を用いて求められ、この近
似直線の傾きＫｎが算出される。
【００６５】
　次いで、ステップ１１７では、地震発生の兆候となる異常が発生していることを示す異
常フラグがセットされているか否かが判別される。異常フラグがセットされていないと判
別されたときにはステップ１１８に進む。ステップ１１８では、算出された傾きＫｎと傾
きＫｎ－１との差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が閾値αを越えたか否かが判別される。差Δ
Ｋ（＝ＫｎーＫｎ－１）が閾値αを越えていないと判別されたときにはステップ１１９に
進んで、算出された傾きＫｎと傾きＫｎ－１との差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）がマイナス
αよりも小さいか否かが判別される。差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）がマイナスαよりも小
さくないときにはときには処理サイクルを終了する。
【００６６】
　一方、ステップ１１８において、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が閾値αを越えたと判別
されたときには、ステップ１２０に進んで、電流量Ｉが上昇していることを示す上昇フラ
グがセットされる。次いで、ステップ１２２に進んで、ステップ１１４において算出され
た傾きＫｎ－１が基準値Ｋ０とされる。次いで、ステップ９２に進んで、異常フラグがセ
ットされ、次いで、処理サイクルを終了する。一方、ステップ１１９において、差ΔＫ（
＝ＫｎーＫｎ－１）がマイナスαよりも小さいと判別されたときには、ステップ１２１に
進んで、電流量Ｉが上昇していることを示す上昇フラグがリセットされる。次いで、ステ
ップ１２２に進んで、ステップ１１４において算出された傾きＫｎ－１が基準値Ｋ０とさ
れる。次いで、ステップ１２３に進んで、異常フラグがセットされ、次いで、処理サイク
ルを終了する。異常フラグがセットされると次の処理サイクルでは、ステップ１１７から
ステップ１２４に進んで、経過時間ｔＳに一定時間Δｔｓが加算される。なお、この経過
時間ｔＳの初期値は零とされており、従って、この経過時間ｔＳは、差ΔＫ（＝ＫｎーＫ

ｎ－１）が閾値αを越えたと判別されたとき、或いは、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）がマ
イナスαよりも小さいと判別されたときからの経過時間を表している。
【００６７】
　次いで、ステップ１２６では、経過時間ｔＳが予め定められた一定時間ｔＳＵ、例えば
、５分を経過したか否かが判別される。経過時間ｔＳが予め定められた一定時間ｔＳＵを
経過していないときには、ステップ１２６に進んで、電流量Ｉが上昇していることを示す
上昇フラグがセットされているか否かが判別される。上昇フラグがセットされているとき
には、ステップ１２７に進んで、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が、閾値αから小さな一定値
ｓを減算した値α―ｓと、閾値αに小さな一定値ｓを加算した値α＋ｓとの間にあるか否
か、即ち、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が閾値α付近の値であるか否かが判別される。差Δ
ＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が、α―ｓとα＋ｓとの間にないときには、地震は発生しないと判
別され、ステップ１３１に進んで、異常フラグがリセットされる。次いで、処理サイクル
を終了する。異常フラグがリセットされると、地震発生の兆候となる異常の発生の検出が
続行される。
【００６８】
　これに対し、ステップ１２６において、上昇フラグがセットされていないと判別された
ときには、ステップ１２９に進んで、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が、マイマスαから小さ
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な一定値ｓを減算した値―α―ｓと、マイマスαに小さな一定値ｓを加算した値―α＋ｓ
との間にあるか否か、即ち、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）がマイマスα付近の値であるか否
かが判別される。差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が、―α―ｓとーα＋ｓとの間にないときに
は、地震は発生しないと判別され、ステップ１３２に進んで、異常フラグがリセットされ
る。次いで、処理サイクルを終了する。異常フラグがリセットされると、地震発生の兆候
となる異常の発生の検出が続行される。一方、ステップ１２５において、経過時間ｔＳが
予め定められた一定時間ｔＳＵを経過したと判別されたときには、即ち、差ΔＫＫ（＝Ｋ

ｎーＫ０）が、一定時間ｔＳＵα以上、―ｓとα＋ｓとの間に維持されていたとき、或い
は、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が、一定時間ｔＳＵα以上、―ｓとα＋ｓとの間に維持さ
れていたときには、ステップ１３３に進んで、地震に関する種々の情報を送信すべき指令
が通信装置４２に出される。
【００６９】
　即ち、ステップ１３３では、地震が発生することを示す地震発生信号を送信すべき指令
が通信装置４２に出され、次いで、ステップ１３４では、電気防食設備３０の固有の識別
信号、例えば、電気防食設備３０の設置位置の緯度および経度に関する情報、および、現
在の時刻と地震発生までの予測時間等、時間に関する情報を送信すべき指令が通信装置４
２に出される。次いで、ステップ１３５では、メモリ４５内に記憶されている直近の電流
量Ｉの平均値Ｉｍの変化履歴に関する情報を送信すべき指令が通信装置４２に出される。
次いで、ステップ１３６では、短い時間間隔で現在の電流量Ｉの平均値Ｉｍをリアルタイ
ムで送信すべき送信指令が通信装置４２に出される。
【００７０】
　さて、上述したように、地震発生の兆候となる異常の発生が検出されると、地震に関す
る種々の情報を送信すべき指令が、各電気防食設備３０内に設置された処理装置４０から
通信装置４２に出される。この場合、本発明による実施例では、各電気防食設備３０内の
通信装置４２から送信される地震に関する種々の情報に基づいて、地震の発生が予知され
る。そこで、次に、この地震の発生を予知するための地震発生予知システムの概要につい
て簡単に説明する。
【００７１】
　本発明による地震発生予知システムでは、地理的に分散して設置されている複数個の地
下埋設構造物用電気防食設備３０を利用して地震の発生が予知される。この場合、この地
震発生予知システムは、図１９に示されるように、各電気防食設備３０において電気防食
を行うための閉ループ電気回路Ｗを流れる電流量Ｉの変化を観測する観測器８０と、観測
器８０により観測された電流量Ｉの変化に関する情報および観測器８０の位置情報を収集
して蓄積する情報蓄積装置８１と、蓄積された情報を統計処理して地震予知に係る情報を
出力する情報処理装置８２と、出力された地震予知に係る情報を発信する地震情報発信装
置８３を具備している。地震情報発信装置８３から発信された地震予知に係る情報は、携
帯電話等の端末８４でもって受信される。
【００７２】
　この場合、図１９における観測器８０は、図４に示される例では、電流計３９および処
理装置４０に相当する。情報蓄積装置８１では、地理的に分散して配置されている多数の
観測器８０により観測された電流量Ｉの変化に関する情報および地理的に分散して配置さ
れている多数の観測器８０の位置情報が収集され、情報蓄積装置８１内に設けられている
メモリ内に蓄積される。情報処理装置８２では、情報蓄積装置８１のメモリ内に蓄積され
た種々の情報に基づいて、地震の発生場所と、地震の規模と、地震の発生時刻等が予測さ
れ、これらの地震の予測発生場所と、地震の予測規模と、地震の予測発生時刻等が、地震
情報発信装置８３から携帯電話等の端末８４に送信される。例えば、図１７および図１８
に示される実施例を例にとると、互いに近接している複数の観測器８０において、差ΔＫ
Ｋ（＝ＫｎーＫ０）が、一定時間ｔＳＵα以上、―ｓとα＋ｓとの間に維持されたと判別
されたとき、或いは、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が、一定時間ｔＳＵα以上、―ｓとα＋
ｓとの間に維持されたと判別されたときには、これら複数の観測器８０が設置されている
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領域において最も震度が高くなる地震が発生すると予測され、直ちに地震警報が発令され
る。
【００７３】
　一方、図２０は、既存の携帯電話のネットワークを利用した地震発生予知システムの概
略図を示している。なお、図２０に示される観測器９０は、図１９に示される例と様に、
電流計３９および処理装置４０に相当する。この地震発生予知システムでは、地理的に分
散して配置されている多数の観測器９０により観測された電流量Ｉの変化に関する情報お
よび地理的に分散して配置されている多数の観測器９０の位置情報が、基地局９１に送信
され、基地局９１において受信されたこれらの情報が、携帯電話のネットワーク９２を介
してサーバ９３に送り込まれる。
【００７４】
　図２０に示されるように、サーバ９３は、マイクロプロセッサ（ＣＰＵ）９４と、記憶
装置、即ち、メモリ９５とを具備しており、基地局９１から携帯電話のネットワーク９２
を介してサーバ９３に送り込まれた情報、即ち、多数の観測器９０により観測された電流
量Ｉの変化に関する情報および多数の観測器９０の位置情報は、メモリ９５内に記憶され
る。サーバ９３内では、メモリ９５内に記憶された種々の情報に基づいて、地震の発生場
所と、地震の規模と、地震の発生時刻等が予測され、これらの地震の予測発生場所と、地
震の予測規模と、地震の予測発生時刻等が、サーバ９３から携帯電話のネットワーク９２
および基地局９１を介して携帯電話等の端末９６に送信される。
【符号の説明】
【００７５】
　３０　　電気防食設備
　３１　　金属パイプ
　３３　　電極
　３４　　外部電源装置
　３９　　電流計
　４０　　処理装置
　８０、９０　　観測器
　８１　　情報蓄積装置
　８２　　情報処理装置
　８３　　地震情報発信装置
　Ｗ　　閉ループ電気回路
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年1月23日(2020.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　即ち、図９において、時刻ｔ１に、電流量Ｉの平均値Ｉｍが取得されたときには、電流
量Ｉの平均値Ｉｍの取得時から一定時間Δｔｎ＋一定時間Δｔｎ－１前までの間における
電流量Ｉの平均値Ｉｍに基づき、近似直線Ｑ１の傾きおよびＱ２の傾きが求められ、これ
ら傾きから差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）がされる。次いで、時刻ｔ２において、電流量Ｉ
の平均値Ｉｍが取得されたときには、電流量Ｉの平均値Ｉｍの取得時から一定時間Δｔｎ

＋一定時間Δｔｎ－１前までの間における電流量Ｉの平均値Ｉｍに基づき、一次直線Ｑ３

の傾きおよびＱ４の傾きが求められ、これらの傾きから差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が算
出される。以下、時刻ｔ３において、電流量Ｉの平均値Ｉｍが取得されたときも、時刻ｔ

４おいて、電流量Ｉの平均値Ｉｍが取得されたときも、時刻ｔ５において、電流量Ｉの平
均値Ｉｍが取得されたときも、時刻ｔ６において、電流量Ｉの平均値Ｉｍが取得されたと
きも、時刻ｔ７において、電流量Ｉの平均値Ｉｍが取得されたときも同様である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　各時刻ｔ１、ｔ２、ｔ３、ｔ４、ｔ５、ｔ６、ｔ７において電流量Ｉの平均値Ｉｍが取
得され、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が算出されると、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が閾
値αを越えたか否かが判別され、例えば、時刻ｔ７において差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）
が閾値αを越えたと判別されたときには、時刻ｔ１が電流量Ｉの上昇開始時刻ｔＸとされ
る。閉ループ電気回路Ｗを流れる電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始すると、その後、或
る時間を経過したときに、例えば、３０分から４０分経過した後に、岩石層２における本
破壊が生じ、地震が発生する。従って、電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇開始時刻ｔＸがわか
ると、地震の発生を予知することが可能となる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　そこで本発明による第１の実施例では、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始したと判別
されたときには、電流量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始したと判別されたときから順次取得
される電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分を積算し、この電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分の積
算値ΣＩを求めるようにしている。なお、この場合、電流量Ｉの平均値Ｉｍの上昇開始時
ｔＸ直後から順次取得された電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分を積算することもできる。さ
て、電流量Ｉが上昇を開始した後、地震が発生する場合には、図９において実線Ｚで示さ
れるように、電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分の積算値ΣＩは上昇し続け、電流量Ｉの平均
値Ｉｍが上昇を開始した後、地震が発生しない場合には、電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分
はマイナスとなるので、図９において破線で示されるように、電流量Ｉの平均値Ｉｍの増
大分の積算値ΣＩは一旦上昇した後、減少する。従って、本発明による実施例では、電流
量Ｉの平均値Ｉｍが上昇を開始した後、一定時間後における電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大
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分の積算値ΣＩが、図９に示される予め設定された基準値ｄＩ以下になったか否かによっ
て、地震が発生するか否かが判別される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　次いで、ステップ７２では、電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分又は減少分の積算値ΣＩに
、電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分又は減少分Ｃ・Ｋｎ（Ｃは定数）が加算される。次いで
、ステップ７３では、経過時間ｔＳが予め定められた一定時間ｔＳＯ、例えば、３分を経
過したか否かが判別される。経過時間ｔＳが予め定められた一定時間ｔＳＯを経過してい
ないときには、処理サイクルを終了する。これに対し、経過時間ｔＳが予め定められた一
定時間ｔＳＯを経過したときには、ステップ７４に進んで、電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大
分の積算値ΣＩが予め設定された基準値ｄＩよりも小さくなったか否か、或いは、電流量
Ｉの平均値Ｉｍの減少分の積算値ΣＩが予め設定された基準値―ｄＩよりも大きくなった
か否か、即ち、電流量Ｉの平均値Ｉｍの増大分又は減少分の積算値ΣＩが予め設定された
基準値ｄＩと設定された基準値―ｄＩとの間になったか否かが判別される。電流量Ｉの平
均値Ｉｍの増大分又は減少分の積算値ΣＩが予め設定された基準値ｄＩと設定された基準
値―ｄＩとの間になったときには、地震は発生しないと判別され、ステップ７５に進んで
、異常フラグがリセットされる。次いで、処理サイクルを終了する。異常フラグがリセッ
トされると、地震発生の兆候となる異常の発生の検出が続行される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　一方、電流量Ｉの平均値Ｉｍが下降を開始した後、本破壊に至らないときには、図１３
に示される場合と異なり、電流量Ｉの平均値Ｉｍの下降開始時刻ｔＸ以降、差ΔＫ（＝Ｋ

ｎーＫｎ－１）の値は、一旦、マイナスα以下に維持された後、徐々に増大して、例えば
、閾値α以上となる。そこでこの第２実施例では、電流量Ｉの平均値Ｉｍが下降を開始し
た後、或る時間、例えば、３分以内に、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）の値が、閾値α以上
となったときには、地震が発生しないと判別するようにしている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　一方、ステップ１１８において、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が閾値αを越えたと判別
されたときには、ステップ１２０に進んで、電流量Ｉが上昇していることを示す上昇フラ
グがセットされる。次いで、ステップ１２２に進んで、ステップ１１４において算出され
た傾きＫｎ－１が基準値Ｋ０とされる。次いで、ステップ１２３に進んで、異常フラグが
セットされ、次いで、処理サイクルを終了する。一方、ステップ１１９において、差ΔＫ
（＝ＫｎーＫｎ－１）がマイナスαよりも小さいと判別されたときには、ステップ１２１
に進んで、電流量Ｉが上昇していることを示す上昇フラグがリセットされる。次いで、ス
テップ１２２に進んで、ステップ１１４において算出された傾きＫｎ－１が基準値Ｋ０と
される。次いで、ステップ１２３に進んで、異常フラグがセットされ、次いで、処理サイ
クルを終了する。異常フラグがセットされると次の処理サイクルでは、ステップ１１７か
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らステップ１２４に進んで、経過時間ｔＳに一定時間Δｔｓが加算される。なお、この経
過時間ｔＳの初期値は零とされており、従って、この経過時間ｔＳは、差ΔＫ（＝Ｋｎー
Ｋｎ－１）が閾値αを越えたと判別されたとき、或いは、差ΔＫ（＝ＫｎーＫｎ－１）が
マイナスαよりも小さいと判別されたときからの経過時間を表している。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　次いで、ステップ１２５では、経過時間ｔＳが予め定められた一定時間ｔＳＵ、例えば
、５分を経過したか否かが判別される。経過時間ｔＳが予め定められた一定時間ｔＳＵを
経過していないときには、ステップ１２６に進んで、電流量Ｉが上昇していることを示す
上昇フラグがセットされているか否かが判別される。上昇フラグがセットされているとき
には、ステップ１２７に進んで、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が算出され、次いで、ステッ
プ１２８に進んで、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が、閾値αから小さな一定値ｓを減算した
値α―ｓと、閾値αに小さな一定値ｓを加算した値α＋ｓとの間にあるか否か、即ち、差
ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が閾値α付近の値であるか否かが判別される。差ΔＫＫ（＝Ｋｎ

ーＫ０）が、α―ｓとα＋ｓとの間にないときには、地震は発生しないと判別され、ステ
ップ１３１に進んで、異常フラグがリセットされる。次いで、処理サイクルを終了する。
異常フラグがリセットされると、地震発生の兆候となる異常の発生の検出が続行される。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　これに対し、ステップ１２６において、上昇フラグがセットされていないと判別された
ときには、ステップ１２９に進んで、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が算出され、次いで、ス
テップ１３０に進んで、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が、マイマスαから小さな一定値ｓを
減算した値―α―ｓと、マイマスαに小さな一定値ｓを加算した値―α＋ｓとの間にある
か否か、即ち、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）がマイマスα付近の値であるか否かが判別され
る。差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が、―α―ｓとーα＋ｓとの間にないときには、地震は発
生しないと判別され、ステップ１３２に進んで、異常フラグがリセットされる。次いで、
処理サイクルを終了する。異常フラグがリセットされると、地震発生の兆候となる異常の
発生の検出が続行される。一方、ステップ１２５において、経過時間ｔＳが予め定められ
た一定時間ｔＳＵを経過したと判別されたときには、即ち、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が
、一定時間ｔＳＵ以上、α―ｓとα＋ｓとの間に維持されていたとき、或いは、差ΔＫＫ
（＝ＫｎーＫ０）が、一定時間ｔＳＵ以上、―α―ｓと―α＋ｓとの間に維持されていた
ときには、ステップ１３３に進んで、地震に関する種々の情報を送信すべき指令が通信装
置４２に出される。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　この場合、図１９における観測器８０は、図４に示される例では、電流計３９および処
理装置４０に相当する。情報蓄積装置８１では、地理的に分散して配置されている多数の
観測器８０により観測された電流量Ｉの変化に関する情報および地理的に分散して配置さ
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れている多数の観測器８０の位置情報が収集され、情報蓄積装置８１内に設けられている
メモリ内に蓄積される。情報処理装置８２では、情報蓄積装置８１のメモリ内に蓄積され
た種々の情報に基づいて、地震の発生場所と、地震の規模と、地震の発生時刻等が予測さ
れ、これらの地震の予測発生場所と、地震の予測規模と、地震の予測発生時刻等が、地震
情報発信装置８３から携帯電話等の端末８４に送信される。例えば、図１７および図１８
に示される実施例を例にとると、互いに近接している複数の観測器８０において、差ΔＫ
Ｋ（＝ＫｎーＫ０）が、一定時間ｔＳＵ以上、α―ｓとα＋ｓとの間に維持されたと判別
されたとき、或いは、差ΔＫＫ（＝ＫｎーＫ０）が、一定時間ｔＳＵ以上、―α―ｓと―
α＋ｓとの間に維持されたと判別されたときには、これら複数の観測器８０が設置されて
いる領域において最も震度が高くなる地震が発生すると予測され、直ちに地震警報が発令
される。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図９】

【手続補正１１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１３
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【図１３】

【手続補正１２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１６
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１６】
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